
業務仕様書 

１ 業務名 

白石区第26回参議院議員通常選挙ポスター掲示場製作設置及び撤去業務その2

２ 業務の目的 

公職選挙法第144条の２に基づき、参議院選挙区選出議員選挙のポスター掲示場の設

置を行うことを目的とする。 

３ 業務の内容 

以下のとおり、標記選挙公営ポスター掲示場を製作及び設置し、投票日の翌日から５

日後までに撤去して設置場所を原状に回復するとともに札幌市選挙管理委員会事務局が

別途契約する業者（以下「掲示板業者」という。）に掲示板を返納する。 

４ 履行期間 

契約締結日から選挙期日の10日後まで 

５ 製作設置業務 

 設置場所 

別添「案内図、一覧表」のとおり 

 製作設置作業期間 

掲示板が納品されてから公示日の３日前まで 

 区画数 

16区画 

 設置予定数 

合計  217 箇所 

（内訳）支柱必要・置き石必要    0箇所 

支柱必要・置き石不要  106箇所 

支柱不要        111箇所 

 設置要領 

ア ポスター掲示場の図 

別紙１-１、１-２、１-３のとおり。 

イ 掲示板の資材 

再生パルプボード等リサイクル可能な材質を利用したもの（※）を掲示板業者

が公示日の21日前までに受託業者の指定場所（札幌市内の１か所とする）に納品す

る。契約締結後、指定場所について掲示板業者に連絡すること。連絡先については、

委託者から別途連絡する。 

納品される掲示板は、16区画（余白付６区画＋区画のみ８区画＋区画のみ２区

画）237組（それぞれ予備分20組を含む。）の予定である（別紙２）。掲示板の結

合については受託者が行うものとする。 

（※）(株)タナカ製 ＳＴボード、(株)コートテック製 ＣＴボード、同等品の

いずれか 




















